
知的財産権ワーキング・グループ等侵害対策強化事業 
平成30年度概算要求額 ４.３億円（４.３億円） 

事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 
委託 

事業イメージ 

事業目的・概要 
 「日中知的財産権ワーキング・グループ」や「知的財産保護官民
合同代表団の派遣」などの模倣品対策等に関する諸外国との
政府間対話を効果的に活用するため、種々の調査や情報交換
を実施します。 

具体的には、世界規模で拡大しつつある模倣品被害等の実態
や法整備及び執行状況、インターネットに代表される侵害行為
の巧妙化への対応を強化するため、必要な調査を実施して、侵
害発生国との政府間対話を行う際に必要な情報の収集・分析
を行います。 

侵害発生国政府との協力関係を構築するため、知財部門職員
等を招聘して意見交換を行うとともに、侵害発生国の取締り執
行機関向けにセミナー等を実施します。 

 

 

成果目標 
平成22年度から平成30年度までの事業であり、最終的には中
国行政機関が行う行政摘発件数について、平成22年度以降最
大件数である年間13万件以上を目指します。 

製造産業局 模倣品対策室 
03-3501-0286 

事業者 現地法律
事務所等 

再委託 

関係省庁 民間団体 

経済産業省 
連携 連携 

連携 

被害･制度･執行状況の
情報収集･分析 

政府間の対話の枠組み等を活用し、改善要請・働きかけを 
実施するとともに、協力関係の構築を図る 

事業の出口 

協力事業の実施 

真贋判定セミナー 等 

侵害発生国との共催によ
るシンポジウム等の開催 

議題項目 

意見 
 交換 

日中知財WG・模倣品事務ＷＧ 等 

建議事項 

官民合同代表団の派遣 

要請・ 
働きかけ 
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